
過
去
か
ら
学
び
指
標
と
す
る

「
稽
古
」と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
こ
と
が
無
く
な
り
ま
し
た
が
、不
思
議
な
も
の
で
我
国

古
来
の
習
い
事
な
ど
で
は
今
で
も「
稽
古
」と
言
い
、「
勉
強
」や「
練
習
」と
い
う
言
葉
で
は
言
い

表
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。意
味
を
引
け
ば「
稽
古
」は「
古
い
に
し
えを

稽か
ん
がえ

る
」と
あ
り
、こ
の「
稽か
ん
がえ

る
」と
は「
考
え
を
居
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
巡
ら
せ
る
」と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。『
古
事
記
』序
文
で

も
、「
莫
不
稽
古

3
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以
繩
風
猷
於
既
頹
、照
今
以
補
典
教
於
欲
絶
」（
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、

古
い
こ
と
を
し
ら
べ
て
、現
代
を
指
導
し
、こ
れ
に
よ
っ
て
衰
え
た
道
徳
を
正
し
、絶
え
よ
う

と
す
る
徳
教
を
補
強
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）と
記
さ
れ
て
お
り「
稽

古
」と
い
う
言
葉
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
れ
は
太
お
お
の
安や
す
万ま

呂ろ

の
文
章
で
す
が
、こ
の
よ
う
な

「
過
去
を
突
き
詰
め
て
考
え
、今
に
照
ら
し
指
針
と
す
る
」と
い
う
姿
勢
を
古
来
よ
り
我
が
国

で
は「
稽け
い
こ古

照し
ょ
う

今こ
ん

」と
言
い
習
わ
さ
れ
て
参
り
ま
し
た
。

さ
て
、此
度
の
社
報「
か
し
は
ら
」は
こ
の「
稽
古
照
今
」の
意
を
込
め
て
、こ
れ
か
ら
の

百
年
の
た
め
に
、約
百
年
前
の
大
正
期
の
橿
原
神
宮
に
つ
い
て
頁
の
許
す
限
り
で
ま
と
め

て
お
り
ま
す
。

上
の
写
真
は
大
正
四
年（
一
九
一
五
）の
参
道
風
景
で
現
在
の
二
の
鳥
居
付
近
に
あ
た
り
ま

す
。橿
原
神
宮
が
創
建
さ
れ
た
明
治
時
代
の
参
道
は
拝
殿
ま
で
一
直
線
に
伸
び
て
お
り
ま
し

た
が
、大
正
期
に
行
わ
れ
た
拡
張
工
事
の
一
環
に
よ
り
参
道
を
新
た
に
し
、現
在
の
参
道
の
原

型
が
出
来
上
が
り
ま
す
。写
真
中
央
の
大
鳥
居
も
同
時
期
に
建
造
さ
れ
た
も
の
で
す
。鳥
居

用
材
の
一
部
を
畝
傍
駅
よ
り
在
郷
軍
人
百
五
十
名
が
神
宮
前
ま
で
運
搬
し
た
と
の
記
録
が

残
って
お
り
ま
す
。

ま
た
、こ
の
号
で
は
古
い
に
し
えを
振
り
返
る
試
み
と
し
て
、成
城
大
学 

外
池
昇
先
生
に「
神
武
天

皇
陵
と
橿
原
神
宮
︱
明
治
期
の
原
風
景
︱
」と
題
し
て
御
寄
稿
賜
り
ま
し
た
。こ
の
場
を
借

り
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

大正４年の参道風景
この年に大鳥居が建造され、神橋が架け替えられた。
また、当時は鳥居に対して北西に参道が敷かれている。
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神
武
天
皇
陵
と
橿
原
神
宮　

︱
明
治
期
の
原
風
景
︱

 

成
城
大
学
教
授　

外
池 

昇

慶
応
三
年
十
二
月
九
日
の「
王
政
復
古
の
大
号
令
」は
、新
た
な
政
治
の
方
向
性
を
明
確
に
し
た
も
の
と

し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
摂
関
・
幕
府
等
」を「
廃
絶
」す
る
と
と
も
に
仮
に「
総
裁
・
議
定
・
参
与
」を
置

く
と
いっ
た
具
体
的
な
規
定
と
と
も
に
、「
諸
事
神
武
創
業
ノ
始
ニ
原

も
と
づ」く

と
い
う
い
わ
ば
理
念
を
示
す
文
言

を
も
有
す
る
こ
と
に
は
注
意
が
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。明
治
期
に
お
け
る
神
武
天
皇
の
位
置
は
こ

こ
に
極
め
て
明
確
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、幕
末
期
か
ら
明
治
三
十
年
代
頃
ま
で
の
時
期
に
焦
点
を
当
て
て
、神
武
天
皇
陵
と
橿
原
神

宮
、そ
し
て
そ
の
周
辺
に
蝟
集
し
た
人
び
と
の
動
向
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、ま
ず
は
神
武
天
皇
陵
で
あ
る
。歴
代
天
皇
の
陵
の
多
く
は
、決
し
て
す
べて
で
は
な
い
が
、江
戸
時
代

に
は
当
時
の
基
準
に
よ
って
そ
れ
な
り
に
判
然
と
し
て
お
り
、神
武
天
皇
陵
も
大
和
国
高
市
郡
四
条
村（
奈

良
県
橿
原
市
）の
塚
山
が
そ
れ
と
さ
れ
て
い
た
。し
か
し
こ
の
四
条
村
の
塚
山
の
神
武
天
皇
陵
の
場
合
は
、そ

れ
が
そ
の
ま
ま
明
治
期
に
受
け
継
が
れ
た
の
で
は
な
い
。「
王
政
復
古
の
大
号
令
」を
四
年
遡
る
文
久
三
年
二

月
十
七
日
の
孝
明
天
皇
の「
御
沙
汰
」に
よ
って
、同
郡
山
本
村（
奈
良
県
橿
原
市
）の
神
武
田（
ミ
サ
ン
ザ
イ
）

が
新
た
な
神
武
天
皇
陵
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。そ
の
後
神
武
田
に
は
神
武
天
皇
陵
に
相
応
し
い
だ
け
の
威
容

を
備
え
る
べ
く
大
規
模
な
普
請
が
な
さ
れ
、同
年
十
一
月
二
十
八
日
に
は
勅
使
柳
原
光
愛
が
遣
わ
さ
れ
て
陵

域
の
修
成
の
奉
告
、次
い
で
御
拝
が
な
さ
れ
た
。ま
さ
に
一
新
さ
れ
た
神
武
天
皇
陵
の
姿
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、そ
の
新
た
な
神
武
天
皇
陵
は
、人
び
と
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、こ
こ
で
は
奥
野
陣
七
と
い
う
人
物
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。奥
野
陣
七

は
天
保
十
三
年
八
月
八
日
に
大
和
国
葛
上
郡
楢
原
村（
奈
良
県
御
所
市
）に
生
れ
、幕
末
の
動
乱
を
勤
王
方

の
下
役
と
し
て
過
ご
し
た
が
、そ
の
後
に
お
け
る
自
ら
の
不
遇
を
か
こ
つ
中
で
次
第
に
関
心
を「
古
蹟
」に
向

け
る
よ
う
に
な
り
、明
治
十
二
～
三
年
に
は
神
武
天
皇
陵
門
前
に
居
を
移
し
て
神
武
天
皇
陵
尊
崇
を
標
榜

す
る
結
社
と
し
て
報
国
社
を
主
宰
し
た
。そ
の
報
国
社
は
、神
武
天
皇
陵
を
描
い
た「
神
武
天
皇
御
陵
真

景
」等
の
刷
物
や
奥
野
陣
七
自
身
が
著
し
た『
皇
朝
歴
代
史
』（
明
治
十
九
年
）等
の
書
籍
を
発
行
し
つ
つ
、

神
武
天
皇
陵
への
参
拝
者
の
誘
引
に
尽
力
し
た
。同
様
の
結
社
は
他
に
も
あ
っ
た
。新
海
梅
麿
に
よ
る
畝
火

教
会
等
は
そ
の
例
で
あ
る
。

奥
野
陣
七
は
神
武
天
皇
陵
尊
崇
の
た
め
の
事
業
と
同
時
に
、神
武
天
皇
が
営
ん
だ
橿
原
宮
旧
址
の
探
索
に

つ
い
て
も
よ
く
実
地
調
査
を
展
開
し
、宮
址
決
定
を
促
す
請
願
を
め
ぐ
って
中
心
的
な
役
割
り
を
果
し
た
西

内
成
郷
を
よ
く
助
け
た
と
い
う
。菟う

だ田
茂い

か
し
ま
ろ丸

著『
橿
原
の
遠
祖
』（
昭
和
十
五
年
、平
凡
社
、平
成
二
十
八
年
復

刻
、橿
原
神
宮
本
殿
遷
座
祭
記
念
）が「
奥
野
陣
七
は
橿
原
宮
址
に
関
す
る
多
年
研
究
の
結
果
を
西
内
成
郷

に
告
げ
、其
の
御
聖
蹟
の
顕
彰
方
を
相
談
に
及
ん
だ
や
う
で
あ
り
ま
す
」と
す
る
通
り
で
あ
る
。

か
く
て
宮
址
は
宮
内
省
に
よ
って
買
い
上
げ
ら
れ
、そ
の
後
同
地
に
は
神
武
天
皇
と
媛
蹈
韛
五
十
鈴
媛
皇

后
を
祭
神
と
す
る
橿
原
神
宮
が
創
建
さ
れ
る
に
至
っ
た
。つ
ま
り
、明
治
二
十
二
年
七
月
に
は
明
治
天
皇
よ

り
京
都
御
所
に
あ
っ
た
内
侍
所（
賢
所
）が
本
殿
と
し
て
下
賜
さ
れ
、明
治
二
十
三
年
三
月
に
は
官
幣
大
社

に
列
せ
ら
れ
、同
年
四
月
二
日
に
は
橿
原
神
宮
で
御
霊
代
御
奉
納
告
祭
が
あ
っ
た
。そ
し
て
そ
の
翌
三
日
に
は

神
武
天
皇
陵
に
お
い
て
神
武
天
皇
例
祭
が
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。国
家
神
道
に
よ
る
神
武
天
皇
尊
崇
が
こ

こ
に
本
格
化
し
た
の
で
あ
る
。

橿
原
神
宮
の
創
建
は
、神
武
天
皇
陵
周
辺
に
あ
っ
た
数
の々
結
社
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。神
武
天

皇
陵
と
橿
原
神
宮
は
至
近
の
距
離
で
あ
り
、し
か
も
神
武
天
皇
は
橿
原
神
宮
の
祭
神
で
あ
る
。こ
う
な
って

み
れ
ば
、当
初
は
神
武
天
皇
陵
への
参
拝
者
を
当
て
こ
ん
だ
結
社
で
あ
って
も
、神
武
天
皇
陵
の
み
な
ら
ず
橿

原
神
宮
への
参
拝
者
を
も
取
り
込
も
う
と
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
至
って
自
然
な
動
向
と
い
う
も
の
で
あ

る
。そ
し
て
こ
れ
を
機
会
に
、奥
野
陣
七
は
報
国
社
を
畝
傍
橿
原
教
会
と
改
め
た
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、教
派

神
道
の
一
派
大
成
教
に
畝
傍
橿
原
教
会
を
置
く
こ
と
が
奈
良
県
知
事
税
所
篤
に
よ
って
明
治
二
十
二
年
十

月
十
六
日
に
認
可
さ
れ
、同
日
付
で
畝
傍
橿
原
教
会
の
規
約
・
会
則
が
定
め
ら
れ
た
。

以
降
奥
野
陣
七
は
畝
傍
橿
原
教
会
の
会
員
募
集
に
邁
進
し
た
。同
会
の
規
則
・
会
則
に
よ
る
限
り
畝
傍
橿

原
教
会
は
全
国
規
模
の
組
織
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。従
って
会
員
募
集
も
広
範
囲
に
及
ん
だ
。管
見
の
限
り

で
も
、地
元
奈
良
県
を
は
じ
め
と
し
て
兵
庫
県
・
岐
阜
県
・
山
梨
県
の
旧
家
の
古
文
書
に
は
畝
傍
橿
原
教
会

の
会
員
証
の
類
や
出
版
物
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。会
員
募
集
の
成
果
と
い
え
よ
う
。こ
こ
で
そ
の
例
を
挙
げ

れ
ば
、書
籍
と
し
て
は
す
で
に
み
た『
皇
朝
歴
代
史
』の
他
、神
武
天
皇
の
治
世
等
に
つ
い
て
記
し
た『
神
武
天

皇
御
記
』、陵
墓
や
宮
址
、官
国
幣
社
の
一
覧
を
載
せ
た『
歴
代
御
陵
墓
参
拝
道
順
路
御
宮
址
官
国
幣
社
便
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覧
』等
が
、刷
物
と
し
て
は
す
で
に
み
た「
神
武
天
皇
御
陵
真
景
」の
他
、神
武
天
皇
陵
域
内
の
埋
碑
の
碑
文
の

拓
本
を
擬
し
た「
神
武
天
皇
御
陵
御
修
繕
之
際
陵
内
埋
碑
文
石
摺
」、皇
祖
神
と
歴
代
天
皇
を
一
覧
に
し
た

「
皇
祖
天
神
歴
世
皇
霊
略
遥
拝
之
巻
」等
が
あ
る
。奥
野
陣
七
の
面
目
躍
如
と
いっ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

会
員
に
な
る
と「
神
武
天
皇
御
陵
真
景
」等
の
刷
物
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
り
、神
武
天
皇
陵
を
参

拝
に
訪
れ
る
際
に
は
然
る
べ
き
待
遇
が
な
さ
れ
た
り
す
る
が
、も
ち
ろ
ん
会
員
は
会
費
を
納
め
る
。つ
ま
り

は
、新
た
な
会
員
の
獲
得
こ
そ
が
畝
傍
橿
原
教
会
の
生
命
線
な
の
で
あ
る
。そ
う
し
て
み
れ
ば
、畝
傍
橿
原

教
会
に
と
って
は
、神
武
天
皇
陵
ま
た
橿
原
神
宮
の
門
前
の
他
の
結
社
は
す
べて
競
争
相
手
で
あ
る
。何
し
ろ

会
員
数
の
多
寡
は
そ
の
ま
ま
各
結
社
の
財
政
に
直
結
す
る
。会
員
募
集
も
次
第
に
熱
を
帯
び
て
き
た
も
の

に
な
って
当
然
で
あ
る
。次
に
述
べ
る
の
は
、そ
の
よ
う
な
会
員
募
集
競
争
の
中
で
の
出
来
事
で
あ
る
。

明
治
二
十
四
年
二
月
に
、次
の
よ
う
な
問
い
合
わ
せ
が
畝
火
教
会
会
長
新
海
梅
麿
か
ら
橿
原
神
宮
社
務

所
に
あ
っ
た
。畝
傍
橿
原
教
会
は
同
会
が
発
行
す
る
鑑
札
を
持
参
し
て
橿
原
神
宮
に
参
拝
す
れ
ば
内
陣
に

参
入
で
き
る
と
言
って
い
る
が
そ
う
な
の
か
、と
い
う
の
で
あ
る
。橿
原
神
宮
で
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
対

応
は
し
て
い
な
い
。そ
も
そ
も
、橿
原
神
宮
と
畝
傍
橿
原
教
会
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

ま
た
、明
治
二
十
七
年
六
月
に
は
左
の
通
り
の「
上
申
」が
畝
傍
橿
原
教
会
か
ら
橿
原
神
宮
に
提
出
さ
れ

た
。橿
原
神
宮
の
神
符
を
畝
傍
橿
原
教
会
が
一
手
に
申
し
う
け
て
各
府
県
の
同
教
会
の
信
徒
に
限
って
授
与

し
た
い
、と
い
う
の
で
あ
る
。し
か
し
、翌
明
治
二
十
八
年
一
月
十
四
日
に『
大
阪
朝
日
新
聞
』に
橿
原
神
宮
で

は
神
符
は
神
前
以
外
で
は
配
ら
な
い
旨
の
広
告
を
出
す
こ
と
が
指
令
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、そ
う
い
う
こ
と

は
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
の
出
来
事
も
含
め
て
い
く
つ
も
の
事
柄
が
、橿
原
神
宮
と
畝
傍
橿
原
教
会
の
間
に
は
横
た
わ
って

い
た
。し
か
し
そ
の
反
面
、畝
傍
橿
原
教
会
は
橿
原
神
宮
の
祭
典
に
際
し
て
は
積
極
的
に
協
力
し
て
い
る
。例

え
ば
、明
治
二
十
七
年
四
月
二
日
の「
私
祭
」に
は「
競
馬
」「
煙
火
」（
花
火
）が
、明
治
二
十
八
年
五
月
五
日
に

は「
能
楽
」が
、明
治
三
十
一
年
四
月
二
～
三
日
に
は「
煙
火
」が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
橿
原
神
宮
と
畝
傍
橿
原
教
会
と
の
多
面
的
な
関
係
も
、や
が
て
終
焉
を
迎
え
る
時

が
来
た
。明
治
三
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
に
奥
野
陣
七
は「
有
罪
ノ
宣
告
」を
受
け
、翌
明
治
三
十
六
年
二

月
十
六
日
に
は
奈
良
県
知
事
寺
原
長
輝
に
よ
って
畝
傍
橿
原
教
会
の
認
可
が
取
り
消
さ
れ
て
い
る
。そ
の
理

由
は「
不
正
ノ
所
為
ア
リ
、公
安
維
持
上
差
支
候
」と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。な
お
こ
の
際
、畝
傍
橿
原
教
会
と

同
じ
く
大
成
教
に
属
し
松
本
弘
道
が
主
宰
す
る
畝
傍
太
祖
教
会
も
認
可
が
取
り
消
さ
れ
て
い
る
。ち
な
み

に
す
で
に
み
た
畝
火
教
会
は
、会
長
で
あ
っ
た
新
海
梅
麿
の
没
後
継
承
者
が
な
か
っ
た
と
い
う
。

そ
の
後
、奥
野
陣
七
は
大
阪
に
移
り
薬
品
業
を
展
開
す
る
な
ど
し
て
い
た
が
、大
正
十
五
年
九
月
七
日
に

亡
く
な
っ
た
。

さ
て
こ
こ
で
、こ
れ
ま
で
み
て
き
た
事
柄
に
つ
い
て
振
り
か
え
る
こ
と
に
し
た
い
。こ
の
一
連
の
過
程
は
ひ
と

言
で
い
え
ば
、橿
原
神
宮
と
畝
傍
橿
原
教
会
は
、そ
れ
ぞ
れ
国
家
神
道
と
教
派
神
道
の
立
場
か
ら
神
武
天
皇

への
尊
崇
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
共
存
し
て
い
た
も
の
が
、次
第
に
国
家
神
道
に
よ
る
神
武
天
皇
への
尊
崇

に
収
斂
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

今
日
で
は
神
武
天
皇
陵
や
橿
原
神
宮
の
付
近
は
、畝
傍
山
・
橿
原
公
苑
・
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所

附
属
博
物
館
等
に
囲
ま
れ
た
荘
重
な
雰
囲
気
の
漂
う
一
帯
と
な
って
い
る
。そ
れ
と
同
時
に
こ
こ
に
至
る
ま
で

に
は
、文
久
三
年
二
月
の
孝
明
天
皇
の「
御
沙
汰
」以
来
、右
に
み
た
通
り
の
経
緯
が
あ
っ
た
の
も
ま
た
事
実

で
あ
る
。

本
稿
で
は
紀
元
二
千
六
百
年
を
迎
え
て
の
動
向
等
に
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、そ
の
前
段
階
の
い
わ
ば

神
武
天
皇
陵
・
橿
原
神
宮
、そ
し
て
そ
の
周
辺
の
原
風
景
と
い
っ
た
も
の
を
追
い
か
け
て
ペン
を
走
ら
せ
て
き

た
。不
充
分
な
点
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。各
位
の
御
教
示
、御
寛
恕
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

外
池 

昇（
と
い
け 

の
ぼ
る
）

成
城
大
学
文
芸
学
部
教
授　

博
士（
文
学
）

昭
和
六
十
三
年
成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
常
民
文
化
専
攻
博
士

（
後
期
）課
程
単
位
取
得
修
了

著
書

『
幕
末
・
明
治
期
の
陵
墓
』『
天
皇
陵
の
近
代
史
』

『
事
典
陵
墓
参
考
地
』（
吉
川
弘
文
館
）

『
天
皇
陵
論
』（
新
人
物
往
来
社
）

『
天
皇
陵
の
誕
生
』（
祥
伝
社
新
書
）

『
検
証
天
皇
陵
』（
山
川
出
版
社
）

監
修

『
文
久
山
陵
図
』（
新
人
物
往
来
社
）
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神
社
に
お
け
る
人
生
儀
礼

七
歳
ま
で
は
神
の
子
︱
七
五
三
に
つ
い
て
︱

七
五
三
と
は
、
男
女
児
に
晴
れ
着
を
着
せ
、
子
供
の
年
祝
い
を
す
る
古
く
か
ら
の
人
生
儀
礼

の
一
つ
で
す
。
一
般
的
に
十
一
月
十
五
日
が
七
五
三
祝
い
の
日
と
し
て
広
まった
理
由
は
、
五
代

将
軍
徳
川
綱
吉
の
子
・
徳
松
の
祝
い
が
こ
の
日
に
執
り
行
わ
れ
た
事
が
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
身
体
が
病
弱
で
あ
っ
た
吉
綱
の
子
・
徳
松
が
無
事
に
五
歳
を
迎
え
る
事
が
で
き
た
当
時

は
大
変
喜
ば
し
く
感
慨
深
い
も
の
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
い
つ
の
時
代
も
子
供
が
無
事
成
長
す

る
こ
と
は
親
に
と
っ
て
何
よ
り
の
願
い
で
し
た
。

昔
の
人
々
は
七
歳
ま
で
は
魂
が
安
定
せ
ず
子
供
は
神
の
手
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
、
「
七

歳
ま
で
は
神
の
子
」
と
い
う
思
想
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
子
供
の
成
長
の
節
目
と
考
え

ら
れ
る
三
歳
・
五
歳
・
七
歳
に
儀
礼
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

◆�

髪か
み
お
き置
〈
男
女
児
三
歳
〉…
乳
児
の
時
に
剃
って
い
た
髪
を
、い
よ
い
よ
伸
ば
し
始
め
る
儀
式

◆ 

袴は
か
ま
ぎ着
〈
男
児
五
歳
〉…
子
供
が
生
ま
れ
て
初
め
て
袴
を
つ
け
る
儀
式

◆ 

帯お
び
と
き解
〈
女
児
七
歳
〉…
小
袖
の
両
襟
の
先
に
縫
い
付
け
ら
れ
た
二
本
の
紐
を
取
り
去

り
、
衣
服
の
脇
を
ふ
さ
い
で
初
め
て
帯
を
締
め
る
儀
式

ま
た
、
人
間
は
肉
体
と
霊
魂
の
結
び
つ
い
た
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
様
な
思
想

の
中
で
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
供
は
生
命
力
が
弱
く
、
そ
の
魂
は
肉
体
か
ら
離
れ
や
す
い
も
の

と
さ
れ
、
肉
体
と
魂
を
安
定
さ
せ
る
為
に
様
々
な
儀
礼
が
出
産
直
後
か
ら
行
わ
れ
ま
し
た
。

橿
原
神
宮
で
は
今
年
も
十
月
か
ら
七
五
三
祈
祷
が
始
ま
り
ま
す
。
先
に
述
べ
た
様
に

十
一
月
十
五
日
が
お
祝
い
の
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
当
日
に
限
ら
ず
そ
の
前
後
で
お
詣
り

い
た
だ
き
、
御
家
族
で
お
子
様
の
成
長
を
お
祝
い
下
さ
い
。

　

橿
原
だ
よ
り

神
前
神
楽
奉
納

ま
だ
肌
寒
さ
が
残
る
三
月
六
日
、
橿
原
神
宮 

内
拝
殿
に
お
い
て
、
神
社
音
楽
協

会
様
・
大
神
神
社
様
・
橿
原
神
宮
に
よ
る
神
前
神
楽
奉
納
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

こ
の
度
の
神
楽
舞
は
神
武
天
皇
二
千
六
百
年
記
念
と
し
て
奉
納
さ
れ
、
神
社
音
楽

協
会
の
皆
様
に
は
、
神
武
天
皇
が
即
位
さ
れ
て
二
千
六
百
年
の
年
に
あ
た
る
昭
和

十
五
年
に
作
舞
さ
れ
た
「
浦
安
の
舞
」
を
、
大
神
神
社
の
皆
様
に
は
崇
神
天
皇

ゆ
か
り
の
「
磯
城
の
舞
」
を
御
奉
奏
い
た
だ
き
ま
し
た
。
橿
原
神
宮
は
「
扇
舞
」
を

奉
奏
致
し
ま
し
た
。

「
扇
舞
」
は
明
治
天
皇
が
明
治
四
十
二
年
（
御
年
五
十
八
歳
）
に
詠
ま
れ
た
御

製
で
作
舞
さ
れ
、
御
祭
神
で
あ
る
神
武
天
皇
が
橿
原
の
地
で
国
の
基
礎
を
お
築
き

に
な
っ
て
以
来
、
我
が
国
は
少
し
も
揺
る
が
な
い
こ
と
で
あ
る
と
詠
ま
れ
た
も
の

で
、
例
祭
や
月
次
祭
等
、
当
神
宮
の
祭
典
で
最
も
多
く
奉
奏
さ
れ
て
い
ま
す
。
御

神
前
で
一
度
に
複
数
の
神
楽
舞
が
奏
さ
れ
る
機
会
は
大
変
珍
し
く
、
神
武
天
皇

二
千
六
百
年
を
締
め
く
く
る
に
相
応
し
い
祭
典
と
な
り
ま
し
た
。

「扇舞」（橿原神宮）

「浦安の舞」
（神社音楽協会）

「磯城の舞」
（大神神社）

神社音楽協会の
先𥔎先生と共に
（橿原神宮）
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祭
典
・
行
事
報
告

紀
元
祭
〈
二
月
十
一
日
〉

御
祭
神
で
あ
る
第
一
代
天
皇
神
武
天
皇
の
御
即
位
を
讃
え
、
国
家
の
平
安
を
祈
念
す
る
紀
元

祭
が
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
本
年
は
御
勅
使
と
し
て
掌
典 

十と
と
き時
和か
ず
た
か孝
様
を
御
差
遣
賜
り
、
全
国

よ
り
約
四
千
名
の
崇
敬
者
の
御
参
列
の
も
と
厳
粛
且
つ
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

「
奈
良
ま
ほ
ろ
ば
館
」
で
展
示
・
講
演
会

奈
良
県
の
特
産
品
販
売
や
観
光
情
報
を
発
信
す
る
「
奈
良
ま
ほ
ろ
ば
館
」（
東
京
・
日
本

橋
）
で
、
三
月
下
旬
か
ら
約
二
週
間
「
橿
原
神
宮
～
よ
う
こ
そ
、
日
本
の
は
じ
ま
り
へ
～
」
と

題
し
た
展
示
を
行
い
ま
し
た
。
会
場
で
は
橿
原
神
宮
を
上
空
か
ら
撮
影
し
た
映
像
を
は
じ

め
、
祭
典
や
神
武
東
遷
を
御
紹
介
す
る
パ
ネ
ル
等
で
橿
原
神
宮
の
魅
力
を
紹
介
致
し
ま
し

た
。ま

た
、
期
間
中
の
土
日
に
は
当
神
宮
権
宮
司 

西
野
敬
一
に
よ
る
講
演
会
を
開
催
。
世
界

に
も
誇
れ
る
悠
久
の
歴
史
を
持
つ
国
・
日
本
と
、
そ
の
は
じ
ま
り
の
聖
地
で
あ
る
橿
原
を

テ
ー
マ
と
し
た
講
演
に
参
加
の
皆
様
は
真
剣
に
耳
を
傾
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
反

響
も
大
変
良
く
好
評
の
う
ち
に
閉
会
致
し
ま
し
た
。

奉
納
竹
ア
ー
ト
「
金き
ん
し鵄

」

毎
年
恒
例
と
な
っ
た
橿
原
市
主
催
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
「
春
の
神
武
祭
」
。
メ
イ
ン
会
場

と
な
っ
た
橿
原
神
宮
で
は
コ
ン
サ
ー
ト
や
伝
統
芸
能
奉
納
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
で

も
特
に
目
を
引
い
た
の
が
外
拝
殿
前
に
展
示
さ
れ
た
竹
ア
ー
ト
。
こ
の
幅
十
二

メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
巨
大
な
作
品
は
作
家 

三
橋
玄
氏
に
よ
る
も
の
で
、
橿
原
神
宮
の

瑞
鳥
で
あ
る
「
金
鵄
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
で
す
。

金
鵄
は
神
武
天
皇
が
敵
方
に
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
た
際
、
突
如
飛
来
し
神
武
天
皇
の

弓
に
と
ま
り
、
そ
の
稲
妻
の
様
な
光
で
敵
方
を
眩
惑
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

作
品
は
夕
刻
に
な
る
と
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
、
ま
さ
し
く
光
り
輝
く
金
鵄
そ
の
も
の
で
し
た
。

御
鎮
座
記
念
祭
〈
四
月
二
日
〉　

明
治
二
十
三
年
四
月
二
日
に
橿
原
神
宮
が
御
鎮
座
さ
れ
た
事
を
記
念
し
て
、
午
前
十
時

よ
り
祭
典
が
齋
行
さ
れ
ま
し
た
。

神
武
天
皇
祭
〈
四
月
三
日
〉

御
祭
神 

神
武
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
日
に
執
り
行
わ
れ
、
御
祭
神
の
御
聖
業
を
讃
え
る
祭

典
で
す
。
祭
典
で
は
宮
司
祝
詞
奏
上
の
後
、
昭
和
天
皇
の
御ぎ
ょ
せ
い製
に
元
宮
内
省
楽
長 

多お
お
の

忠た
だ

朝と
も
氏
に
よ
り
作
舞
・
作
曲
さ
れ
た
「
浦
安
の
舞
」
が
、
ま
た
祭
典
後
は
、
奈
良
県
指
定
無

形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
「
国
栖
奏
」
が
そ
れ
ぞ
れ
奉
奏
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
祭
〈
四
月
二
十
九
日
〉

昭
和
天
皇
の
御
遺
徳
を
讃
え
、
皇
室
の
弥
栄
と
国
民
の
隆
昌
、
世
界
の
平
和
を
御
神
前

に
祈
念
し
、
御
聖
業
を
広
く
世
に
伝
え
る
昭
和
祭
が
齋
行
さ
れ
、
約
三
百
名
の
崇
敬
者
の

御
参
列
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
内
拝
殿
前
の
外げ
い
ん
の院

斎ゆ
に
わ庭

で
は
御
祭
神
と
縁
の
深
い
「
久
米

舞
」
が
奉
奏
さ
れ
ま
し
た
。

西野権宮司による講演風景

神武東遷パネル展示

映像や立体物を交えて御紹介

ライトアップされた「金鵄」

浦安の舞

久米舞
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大
正
期
の
橿
原
神
宮
を
み
る　

去
る
平
成
二
十
八
年
は
神
武
天
皇
が
崩
御
さ
れ
て
二
千
六
百
年
と
い
う
式
年
で
あ
り
、
神
武
天
皇

二
千
六
百
年
大
祭
が
厳
粛
か
つ
賑
々
し
く
斎
行
さ
れ
た
。
平
成
三
十
二
年
、
橿
原
神
宮
は
御
鎮
座
百
三
十
年

を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
今
よ
り
お
よ
そ
百
年
前
の
大
正
期
も
神
武
天
皇
二
千
五
百
年
祭
が
斎
行
さ
れ
た
。

こ
こ
で
大
正
期
の
橿
原
神
宮
の
推
移
を
記
し
、
当
時
の
神
武
天
皇
に
対
す
る
人
々
の
崇
敬
の
念
を
見
て
み
る

こ
と
と
す
る
。

明
治
四
十
四
年
、
橿
原
神
宮
創
建
に
尽
力
し
た
第
四
代
西に
し
う
ち内

成な
り
さ
と郷

宮
司
の
逝
去
に
よ
り
同
年
四
月
、

桑く
わ
ば
ら原

芳よ
し
き樹

が
第
五
代
宮
司
に
着
任
す
る
。
（
拝
命
時
は
大
神
神
社
宮
司
兼
務
。
翌
年
よ
り
橿
原
神
宮
専
任
と

な
る
。
）
し
か
し
な
が
ら
当
時
の
橿
原
神
宮
は
創
建
し
て
日
が
浅
く
、
財
政
面
で
困
窮
を
極
め
、
設
備
が

整
っ
て
お
ら
ず
、
平
素
の
修
繕
も
行
き
届
い
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
桑
原
宮
司
は
神
威
の
尊
厳

を
保
ち
、
霊
域
の
神
聖
を
保
持
す
る
た
め
に
尽
力
し
た
。
大
正
期
に
お
け
る
橿
原
神
宮
の
神
域
拡
張
・
施
設

整
備
は
こ
の
時
か
ら
本
格
化
す
る
。

大
正
期
の
神
域
拡
張
に
関
す
る
事
業
費

橿
原
神
宮
の
崇
敬
者
団
体
で
あ
る
講
社
は
、
畝
う
ね
び
き
ょ
う
か
い

火
教
会
や
畝
傍
橿
原
教
会
等
の
団
体
が
あ
っ
た
。
し
か

し
、
各
団
体
は
橿
原
神
宮
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
明
治
四
十
五
年
に
橿
原
神
宮
に
よ
る
独
自
の
「
橿
原
神
宮

講
社
」
を
組
織
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
講
社
設
立
時
の
名
簿
に
は
賛
成
員
と
し
て
、
後
の
元
帥
海
軍
大
将
で

あ
る
東
と
う
ご
う郷

平へ
い
は
ち
ろ
う

八
郎
、
日
本
資
本
主
義
の
父
と
称
さ
れ
る
渋
し
ぶ
さ
わ沢

栄え
い
い
ち

一
、
後
の
第
二
十
代
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
る

高た
か
は
し橋

是こ
れ

清き
よな

ど
幅
広
い
著
名
人
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
講
員
は
年
々
増
加
し
、
大
正
元
年
よ
り
同
年
十
三

年
末
ま
で
に
七
万
三
千
百
四
十
九
人
に
上
り
、
多
く
の
浄
財
が
も
た
ら
さ
れ
た
。

ま
た
、
明
治
四
十
五
年
二
月
二
十
二
日
付
で
内
務
大
臣

原は
ら
た
か
し敬
宛
に
出
さ
れ
た
神
宮
規
模
拡
張
費
へ
の
国
費
支
出
願
い

に
、大
正
四
年
か
ら
同
年
九
年
ま
で
の
六
カ
年
度
に
渡
っ
て
内
務

省
よ
り
費
用
が
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
九
年
の
追
加
増
額
願
い

で
は
、翌
年
に
内
務
省
よ
り
追
加
下
付
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
大
正
十
一
年
の
第
四
十
五
回
帝
国
議
会
に
お
い
て

益
々
の
神
威
発
揚
の
た
め
神
域
拡
張
が
計
画
さ
れ
た
が
、
同
十
二
年
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
国
庫
支
出
は
中
止
と

な
っ
た
。

大
正
期
の
境
内
地
整
備
事
業

大
正
三
年
に
林
苑
整
備
を
担
当
し
た
折
お
り
し
も
よ
し
の
ぶ

下
吉
延
は
、
神
門
を
入
る
と
畝
傍
山
を
背
景
と
し
た
本
殿
、
拝
殿

が
現
れ
る
よ
う
表
参
道
の
導
線
設
定
を
行
い
、
神
宮
の
森
厳
さ
を
可
視
化
す
る
造
園
計
画
を
実
施
し
た
。

大
正
四
年
三
月
、
現
在
の
南
神
門
あ
た
り
に
平ひ
ら

唐か
ら

破は
ふ風

素し
ら
き
づ
く
り

木
造
の
神
門
が
建
造
さ
れ
た
。
現
在
、
神
門
は

紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
会
事
業
で
移
設
さ
れ
北
神
門
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
表
参
道
に
台
湾
檜
を
用
い
神
明
造
島
木
形
の
大
鳥
居
を
建
造
し
た
。
現
在
こ
の
場
所
に
は
紀
元

二
千
六
百
年
奉
祝
会
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
建
造
さ
れ
た
明
神
造
の
第
二
鳥
居
が
立
っ
て
い
る
。

大
正
六
年
、
当
時
の
参
道
を
進
ん
で
い
く
と
大
鳥
居
東
南
に
並
び
立
つ
よ
う
に
し
て
大
石
灯
籠
二
基
が
奉
納
さ

れ
た
。
こ
の
大
石
灯
籠
は
大
正
十
四
年
に
現
在
の
表
参
道
神
橋
の
北
側
に
移
設
さ
れ
て
い
る
。
設
計
は
社
寺
建
築
の

権
威
で
あ
る
日
本
建
築
史
学
の
創
始
者
・
伊い
と
う東
忠
ち
ゅ
う
太た
で
あ
る
。
こ
こ
で
伊
東
忠
太
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。

伊
東
は
山
形
県
米
沢
に
生
ま
れ
、
明
治
三
十
八
年
に
東
京
帝
国
大
学
教
授
に
な
る
。
明
治
神
宮
の
創
建
構
想

か
ら
携
わ
り
、
明
治
ら
し
い
新
技
術
を
も
っ
て
社
殿
を
創
建
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
多
い
中
で
、
祭

祀
を
尊
重
し
た
。
伊
東
は
、
も
し
今
ま
で
に
な
い
新
し
い
様
式
で
明
治
神
宮
が
創
建
さ
れ
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ

に
合
わ
せ
て
祭
祀
を
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
祭
祀
を
変
更
す
る
こ
と
は
神
道
の
根
本
的
信
仰
を
変
え
て

し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
「
信
仰
の
建
築
」
と
し
て
の
明
治
神
宮
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

後
に
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
評
議
委
員
会
職
員
に
任
命
さ
れ
、
明
治
神
宮
等
で
の
経
験
を
踏
ま
え
て
橿
原
神
宮

造
営
に
大
き
く
携
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

大
正
十
四
年
に
は
手
水
舎
が
完
成
し
、
表
参
道
が
整
備
さ
れ
社
号
石
標
が
移
設
さ
れ
た
。
現
在
、
手
水
舎

は
南
神
門
付
近
に
そ
の
名
残
を
残
し
、
社
号
石
標
は
北
参
道
入
口
に
移
設
さ
れ
て
い
る
。

紀
元
祭
、
勅
使
参
向
初
例

明
治
二
十
三
年
の
創
建
以
来
、
紀
元
節
大
祭
（
現
紀
元
祭
）
へ
未
だ
に
勅
使
参
向
が
叶
わ
ぬ
事
に
対
し
て

第
五
代
桑
原
宮
司
は
大
正
四
年
十
二
月
一
日
付
で
内
務
大
臣
宛
に
紀
元
節
に
勅
使
参
向
を
要
望
す
る
建
議
書

を
提
出
し
た
。
諸
々
の
事
情
か
ら
容
易
に
行
わ
れ
ず
翌
五
年
の
紀
元
節
に
は
奉
幣
使
代
理
と
し
て
奈
良
県
内

務
部
長
が
奉
仕
し
て
い
る
。
し
か
し
同
年
の
四
月
三
日
、
大
正
天
皇
並
び
に
貞
明
皇
后
が
神
武
天
皇
陵
で
の

明治 38年 9月 11日現在
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神
武
天
皇
二
千
五
百
年
祭
御
親
祭
の

後
に
橿
原
神
宮
に
御
親
拝
さ
れ
、
こ

の
年
は
多
く
の
皇
族
が
参
拝
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

こ
の
流
れ
を
受
け
大
正
五
年
に
着

工
し
た
勅
使
館
、
斎
館
、
社
務
所
が

同
六
年
六
月
に
完
成
し
た
。
現
在
も

勅
使
館
、
斎
館
は
当
時
の
ま
ま
使
わ

れ
て
い
る
が
、
社
務
所
の
機
能
は
昭

和
十
四
年
に
建
て
ら
れ
た
新
社
務
所
へ
移
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
念
願
叶
い
、
橿
原
神
宮
が
勅

祭
社
に
治
定
さ
れ
た
の
は
大
正
六
年
二
月
五
日
で
あ
り
、
同
年
の
二
月
十
一
日
の
紀
元
節
に
て
初
め
て
勅
使

参
向
の
も
と
で
祭
典
が
執
り
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
年
前
の
出
来
事
で
あ
り
、
橿
原
神
宮

は
勅
祭
社
治
定
の
節
目
を
迎
え
た
こ
と
に
な
る
。

大
正
期
の
橿
原
神
宮
周
辺

参
拝
者
数
は
大
正
二
、三
年
ま
で
一
カ
年
六
万
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
同
九
年
に
は
約
八
十
五
万
人
に
激
増
し
た
。

ま
た
、
大
正
三
年
に
上
本
町
・
奈
良
間
を
開
通
さ
せ
た
大
お
お
さ
か阪

電で
ん
き気

軌き
ど
う道

株
式
会
社
（
現 
近
畿
日
本
鉄
道
株
式

会
社
）
は
畝
傍
線
（
現 

近
鉄
橿
原
線
）
を
敷
設
し
、
同
十
二
年
三
月
に
橿
原
神
宮
前
駅
（
旧
駅
）
を
開
業
さ
せ

た
。
さ
ら
に
同
年
十
二
月
に
は
吉
野
鉄
道
（
現 

近
鉄
吉
野
線
）
も
橿
原
神
宮
前
駅
に
乗
り
入
れ
た
。

増
加
し
続
け
る
参
拝
者
の
数
と
、
鉄
道
敷
設
に
よ
り
周
辺
に
商
店
等
が
立
ち
並
び
俗
化
の
兆
候
が
現
れ
始

め
た
の
で
、
そ
の
対
応
と
し
て
大
正
十
一
年
に
さ
ら
な
る
神
域
拡
張
が
計
画
さ
れ
た
が
、
す
で
に
述
べ
た
と

お
り
関
東
大
震
災
に
よ
り
中
止
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
奈
良
県
は
拡
張
用
地
の
一
部
に
運
動
場
を
中
心
と
し

た
公
園
の
設
置
を
計
画
し
、
橿
原
神
宮
が
そ
の
費
用
を
寄
付
す
る
こ
と
で
大
正
十
五
年
神
宮
外
苑
と
し
て
の

性
格
を
備
え
た
県
営
畝
傍
公
園
が
竣
成
し
た
。

後
期
の
教
化
活
動

桑
原
宮
司
が
皇
典
研
究
・
神
職
養
成
機
関
で
あ
る
皇
典
講
究
所
に
転
じ
、
在
職
一
カ
年
の
第
六
代
吉よ
し
だ田

豊ゆ
た
か

宮
司
を
経
て
、
菟う
だ田

茂い
か
し
ま
ろ

丸
が
第
七
代
宮
司
に
着
任
す
る
。

神
徳
宣
揚
と
し
て
大
正
五
年
か
ら
同
十
三
年
ま
で
に
十
一
種
類
、
合
計
四
十
七
万
八
千
二
百
部
の
刊
行
物

を
発
行
し
、
そ
の
多
く
は
菟
田
宮
司
が
記
し
た
。

ま
た
神
武
東
遷
を
目
に
見
え
る
形
に
す
る
た
め
、
大
正
十
二
年
に
現
在
宝
物
館
に
展
示
し
て
あ
る
金
こ
ん
ど
う
そ
う

銅
装

頭か
ぶ
つ
ち
の
た
ち

椎
太
刀
を
購
入
し
た
。
頭
椎
太
刀
は
『
古
事
記
』
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
神
武
天
皇
率
い
る
皇
軍

が
忍お
さ
か坂

で
八や
そ
た
け
る

十
梟
師
を
討
つ
場
面
で
も
見
ら
れ
る
。
大
正
後
期
は
神
域
を
拡
大
し
つ
つ
、
神
道
教
化
に
も
い
っ
そ

う
力
を
入
れ
た
。

結
び

こ
う
し
て
明
治
四
十
四
年
八
月
か
ら
大
正
十
五
年
三
月
に
至
る
約
十
五
カ
年
の
大
規
模
造
営
事
業
は
一
先

ず
終
結
す
る
。

大
正
期
の
橿
原
神
宮
は
鎌
倉
時
代
に
制
定
さ
れ
た
『
御
成
敗
式
目
』
第
一
条
の
条
文
「
神
は
人
の
敬
に
よ

り
威
を
増
し
、
人
は
神
の
徳
に
よ
り
運
を
添
う
」
を
そ
の
ま
ま
体
現
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
橿
原
神
宮
に
お

け
る
大
規
模
改
修
は
昭
和
十
三
年
か
ら
十
六
年
に
か
け
て
の
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
会
事
業
だ
け
で
は
な

い
。
大
正
期
か
ら
も
御
神
威
の
益
々
の
発
揚
を
願
い
、
神
域
の
拡
張
や
社
殿
修
繕
事
業
を
行
い
、
教
化
活
動

に
努
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
延
長
線
に
紀
元
二
千
六
百
年
奉
祝
会
事
業
が
あ
り
、
現
在
が
あ
り
、
そ
し
て
未

来
が
あ
る
の
で
あ
る
。

参
考
文
献
・
資
料

大正 14年 4月〜 15年

・
橿
原
神
宮
廳
『
橿
原
神
宮
史 

巻
一
』
（
昭
和
五
十
六
年
）

・
橿
原
神
宮
廳
『
橿
原
神
宮
史 

巻
二
』
（
昭
和
五
十
六
年
）

・
「
桑
原
芳
樹
翁
伝
」
刊
行
会
『
桑
原
芳
樹
翁
伝
』
（
昭
和
五
十
一
年
）

・ 

藤
田
大
誠
・
青
井
哲
人
・
畔
上
直
樹
・
今
泉
宜
子
編 

『
明
治
神
宮
以
前
・
以
後—

近
代
神
社
を
め
ぐ
る
環
境
形
成
の
構
造
転
換
』
（
平
成
二
十
七
年
）

・ 
大
丸
真
美
「
伊
東
忠
太
の
明
治
神
宮
社
殿
構
想—

神
社
建
築
観
の
推
移—

」 
『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
〔
復
刊
第
四
十
三
号
〕
』
（
平
成
十
八
年
）

・ 

高
橋
知
奈
津
『
奈
良
県
の
近
代
和
風
造
園
』
（
平
成
二
十
二
年
） 
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今
後
の
祭
典
・
行
事

十
月 

三
日 

秋
季
大
祭

 
十
七
日 

神か
ん
な
め嘗
奉
祝
祭
／
神
嘗
祭
遙
拝

 
中
旬 

抜ぬ
い
ぼ
さ
い

穂
祭

 
二
十
五
日 

軍
艦
瑞ず

い
か
く鶴

慰
霊
祭

十
一
月 

三
日 

明
治
祭
／
石
州
流
献
茶
式

 

二
十
三
日 
新に

い
な
め
さ
い

嘗
祭

 

二
十
九
日 
大
絵
馬
掛
け
替
え

 

三
十
日 

大
絵
馬
奉
納
奉
告
清
祓

十
二
月 

二
十
三
日 

天
長
祭
／
神か

ん
み
そ
ご
り
ょ
う

御
衣
御
料
奉
納
奉
告
祭

 

二
十
八
日 

煤
祓
神
事

 

三
十
一
日 

神
符
清
祓
／
歳
末
大
祓
／
除
夜
祭

一
月 

一
日 

初
太
鼓
／
歳
旦
祭
／
新
春
初
祈
祷

 

二
日 

長
山
稲
荷
社
歳
旦
祭

 

三
日 

元
始
祭 

 

五
日 

書
き
初
め
大
会
〈
奈
良
地
区
大
会
〉

 

六
日 

書
き
初
め
大
会
〈
大
阪
地
区
大
会
〉

 

七
日 

昭
和
天
皇
祭
遥
拝

 

中
旬 

古
神
札
焚
上
げ
奉
告
祭

 

二
十
日 

神
武
講
社
新
穀
奉
献
感
謝
祭

二
月 

二
日 

長
山
稲
荷
社
神
符
遷
霊
祭

 

十
一
日 

紀
元
祭

 

十
七
日 

祈
年
祭

三
月 

初
午
の
日 

長
山
稲
荷
社
初
午
祭

 

春
分
の
日 

春
季
皇
霊
祭
遙
拝

　

橿
原
神
宮
宝
物
館
で
は
今
秋
十
一
月
に

特
別
展「
伊
勢
の
御
神
宝
と
橿
原
の
刀
剣
」

を
開
催
致
し
ま
す
。
文
化
継
承
の
た
め
伊

勢
の
神
宮
よ
り
下
附
さ
れ
た
御
神
宝
と
橿

原
神
宮
で
所
蔵
す
る
刀
剣
類
を
展
示
致
し

ま
す
。
伊
勢
の
御
神
宝
は
二
十
年
に
一
度
、

式
年
遷
宮
の
度
に
、
全
て
新
調
さ
れ
ま
す
。

式
年
遷
宮
で
用
意
さ
れ
る
御
神
宝
は
、
当

代
き
っ
て
の
名
工
の
手
に
よ
り
調
製
さ
れ
、

新
宮
に
奉
安
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
度
の
展
示
で
は
、
下
附
さ
れ
た

御
神
宝
「
御お

ん
た
ち
太
刀
」「
御お

ん
ほ
こ鉾
」「
御お

ん
た
て楯
」

「
御お

ん
ゆ
み弓

」
の
四
点
全
て
を
展
示
致
し
ま
す
。

御
神
宝
を
調
製
し
た
当
代
一
流
の
名
工
た

ち
の
技
を
御
覧
戴
け
る
貴
重
な
機
会
で

す
。
御
来
宮
の
際
に
は
、
是
非
お
立
ち
寄

り
下
さ
い
。

橿
原
神
宮
宝
物
館

〈
開
館
時
間
〉
午
前
九
時
～
午
後
四
時

土
・
日
・
祝
休
日 

開
館
（
平
日
は
要
予
約
）

〈
入
館
料
〉
大
人
：
三
百
円
／
中
・
高
・
大
学
生
：

二
百
円　

※
小
学
生
以
下
は
無
料

金銅装頭椎太刀

明治天皇御奉納太刀

橿
原
神
宮
宝
物
館

特
別
展
「
伊
勢
の
御
神
宝
と
橿
原
の
刀
剣
」

毎
月
一
日
・
十
一
日
・
二
十
一
日
は
月
次
祭
を
斎
行
。

※
御
参
列
を
御
希
望
の
方
は
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※ 

内
容
詳
細
は
随
時
橿
原
神
宮
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
御

案
内
致
し
ま
す
。


